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誤

令和年月日 火曜日 第号官 報
出
資
一
口
の
金
額
の
減
少
公
告

当
組
合
は
、
令
和
七
年
六
月
二
十
二
日
開
催
の
通
常
総

代
会
に
お
い
て
、
出
資
一
口
の
金
額
を
五
千
円
か
ら
千
円

に
減
少
す
る
こ
と
を
決
議
し
ま
し
た
。

こ
の
決
議
に
対
し
て
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告

掲
載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
く
だ
さ
い
。

な
お
、
当
組
合
の
直
近
の
財
産
目
録
及
び
貸
借
対
照
表

は
、
当
組
合
事
務
所
に
備
え
置
い
て
あ
り
ま
す
。

以
上
、
消
費
生
活
協
同
組
合
法
第
四
十
九
条
第
三
項
の

規
定
に
よ
り
公
告
し
ま
す
。

令
和
七
年
七
月
十
五
日

静
岡
県
浜
松
市
浜
名
区
高
畑
一
八
番
地

浜
北
医
療
生
活
協
同
組
合

代
表
理
事

聞
間

元

優
先
資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
優
先
資
本
金
の
額
を
三
億
五
千
万
円
減
少
す

る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
本
公
告
掲
載
の
翌

日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
く
だ
さ
い
。

な
お
、
最
終
の
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お

り
で
す
。

h
ttp
://w
w
w
.k
o -k
o
k
u
.jp
/ir/s04711 -7p

w
0n
/

令
和
七
年
七
月
十
五
日

東
京
都
千
代
田
区
丸
の
内
一
丁
目
四
番
一
号
東
京

共
同
会
計
事
務
所
内

パ
イ
ヒ
ア
特
定
目
的
会
社

取
締
役

髙
山

知
也

債
権
申
出
の
公
告
（
第
一
回
）

当
社
は
、
令
和
七
年
七
月
一
日
厚
生
労
働
大
臣
の
承
認

に
よ
り
企
業
年
金
制
度
を
終
了
し
た
の
で
、
当
社
の
確
定

給
付
企
業
年
金
に
係
る
債
権
を
有
す
る
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。
右
期

間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か
ら
除
斥
し
ま

す
。令

和
七
年
七
月
十
五
日

兵
庫
県
神
戸
市
須
磨
区
弥
栄
台
四
丁
目
一
番
三

モ
ン
ノ
株
式
会
社

確
定
給
付
企
業
年
金
清
算
人

山
﨑

潤

訂
正
公
告

令
和
七
年
六
月
三
十
日
（
号
外
第
一
四
八
号
）
掲
載
の

第
四
期
決
算
公
告
中
、
定
時
株
主
総
会
の
日
付
「令

和
７

年
６
月
26日

」
と
あ
る
は
「令

和
７
年
６
月
25日

」、
代

表
取
締
役
「輪

島
智
仁

」
と
あ
る
は
「林

口
文
彦

」

の
誤
り
に
つ
き
そ
れ
ぞ
れ
訂
正
し
ま
す
。

令
和
七
年
七
月
十
五
日

東
京
都
港
区
六
本
木
一
丁
目
六
番
一
号

Ｓ
Ｂ
Ｉ
ト
レ
ー
サ
ビ
リ
テ
ィ
株
式
会
社

代
表
取
締
役

林
口

文
彦

取
消
公
告

令
和
七
年
六
月
三
十
日
（
号
外
第
一
四
八
号
）
掲
載
の

第
八
十
八
期
決
算
公
告
（
枠
組
）
は
取
消
し
ま
す
。

令
和
七
年
七
月
十
五
日

大
阪
市
西
区
阿
波
座
一
丁
目
一
二
番
一
八
号

ダ
イ
ソ
ー
ケ
ミ
カ
ル
株
式
会
社

代
表
取
締
役
社
長

増
田

英
司

令
和
七
年
六
月
二
十
四
日
（
号
外
第
百
四
十
号
）
公
布
厚
生
労
働
省
・
国
土
交
通
省
令
第
四
号
（
住
宅
確
保
要
配
慮

者
に
対
す
る
賃
貸
住
宅
の
供
給
の
促
進
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
国
土
交
通
省
・
厚

生
労
働
省
関
係
省
令
の
整
備
等
に
関
す
る
省
令
）

（
印
刷
誤
り
）

八
七
ペ
ー
ジ
様
式
Ⅱ
業
務
の
法
令
適
合
性
は
次
の
と
お
り
の
誤
り
。

訂
正
公
告

令
和
七
年
七
月
三
日
（
号
外
第
一
五
二
号
）
掲
載
の
合

併
公
告
及
び
決
算
公
告
（
枠
組
）
中
、
合
併
公
告
の
乙
の

住
所
「
北
海
道
中
川
郡
美
深
町
西
一
条
北
一
丁
目
一
番
六

号
」
と
あ
る
は
「
北
海
道
上
川
郡
和
寒
町
字
朝
日
一
九
六

番
地
」、
決
算
公
告
の
乙
の
住
所
「
北
海
道
中
川
郡
美
深

町
西
一
条
北
一
丁
目
１
番
６
号
」
と
あ
る
は
「
北
海
道
上

川
郡
和
寒
町
字
朝
日
１
９
６
番
地
」
の
誤
り
に
つ
き
訂
正

し
ま
す
。

令
和
七
年
七
月
十
五
日

北
海
道
旭
川
市
永
山
北
二
条
七
丁
目
一
五
八
番
地

の
一

（
甲
）
株
式
会
社
道
北
暖
房
設
備

代
表
取
締
役

櫻
井

郁
也

北
海
道
上
川
郡
和
寒
町
字
朝
日
一
九
六
番
地

（
乙
）
株
式
会
社
フ
ァ
ー
ム
イ
ン
道
北

代
表
取
締
役

櫻
井

喜
八


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正

誤

ペ
ー
ジ
段

行

誤

正

（
印
刷
誤
り
）

五
二

一
六
〜
一
八
行
頭
を
そ
れ
ぞ
れ
一
字
下
げ
る
。

七
〇
ペ
ー
ジ
様
式
１

２
．
援
助
実
施
者
（
賃
貸
人
以

外
が
行
う
場
合
）
の
法
人
の
場
合
中

「
主たる事務所
の所在地

」
は

「
住所

（主たる事務所
の所在地）

」
の
誤
り
。

（
原
稿
誤
り
）

一
三
四
六
〜
七令

和
７
年
２
月
１

日
推
定
令
和
７
年
２

月
１
日

（
原
稿
誤
り
）

一
二
一
六
〜
七北

九
州
市
八
幡
西

区
皇
后
崎
町
２
番

３
号

福
岡
県
遠
賀
郡
水

巻
町
下
二
東
三
丁

目
６
番
12号

令和年月日 月曜日 第号官 報

令
和
七
年
六
月
十
一
日
掲
載
の
さ
い
た
ま
家
庭
裁
判
所

熊
谷
支
部
に
係
る
令
和
七
年
（
家
）
第
一
八
一
号
相
続
財

産
清
算
人
の
選
任
及
び
相
続
権
主
張
の
催
告
中

令
和
七
年
七
月
九
日
（
号
外
第
百
五
十
七
号
）
掲
載
の

日
本
ヒ
ル
ズ
・
コ
ル
ゲ
ー
ト
株
式
会
社
に
係
る
決
算
公
告

（
枠
組
）
中

（
印
刷
誤
り
）

七
六
ぺ
ー
ジ
二
段
目
令
和
五
年
度
決
算
公
告
中
「令

和
４
年
12月
31日
現
在

」
と
あ
る
は
「令

和
５
年
12月
31日

現
在

」
の
誤
り
。

令
和
七
年
六
月
二
十
四
日
（
号
外
第
百
四
十
号
）
公
布

厚
生
労
働
省
・
国
土
交
通
省
令
第
四
号
（
住
宅
確
保
要
配

慮
者
に
対
す
る
賃
貸
住
宅
の
供
給
の
促
進
に
関
す
る
法
律

等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
国
土
交
通

省
・
厚
生
労
働
省
関
係
省
令
の
整
備
等
に
関
す
る
省
令
）

訂
正
公
告

令
和
七
年
六
月
二
十
七
日
（
号
外
第
一
四
六
号
）
掲
載

の
第
一
期
決
算
公
告
（
枠
組
）
中
、
住
所「

沖
縄
県
浦
添

市
牧
港
四
丁
目
14番
地
17号
」

と
あ
る
は「

沖
縄
県
浦
添

市
牧
港
四
丁
目
14番
17号
」

の
誤
り
に
つ
き
訂
正
し
ま
す
。

令
和
七
年
七
月
十
四
日

沖
縄
県
浦
添
市
牧
港
四
丁
目
一
四
番
一
七
号

エ
コ
サ
ー
ビ
ス
浦
添
株
式
会
社

代
表
取
締
役

渡
辺

重
世

金
融
商
品
取
引
業
に
係
る
事
業
の
全
部
の
譲
渡
の
公
告

当
社
は
、
日
本
元
気
イ
ン
ベ
ス
ト
株
式
会
社
（
神
奈
川

県
横
浜
市
港
北
区
新
横
浜
二
丁
目
五
番
地
四
）
に
対
し
て

当
社
の
第
二
種
金
融
商
品
取
引
業
に
係
る
事
業
の
全
部
を

譲
渡
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
金
融
商
品
取
引

法
第
五
十
条
の
二
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
効
力
発
生
日
は
令
和
七
年
九
月
一
日
で
す
。

令
和
七
年
七
月
十
四
日

東
京
都
港
区
赤
坂
六
丁
目
九
番
一
七
号
赤
坂
メ
ー

プ
ル
ヒ
ル
六
階
弁
護
士
法
人
法
の
里
内

Ｊ
Ｓ
Ｋ
パ
ー
ト
ナ
ー
ズ
株
式
会
社

代
表
取
締
役

片
寄

敬
三

出
資
一
口
の
金
額
の
減
少
公
告

当
組
合
は
、
令
和
七
年
六
月
二
十
九
日
開
催
の
通
常
総

代
会
に
お
い
て
、
出
資
一
口
の
金
額
を
五
千
円
か
ら
一
千

円
に
減
少
す
る
こ
と
を
決
議
い
た
し
ま
し
た
。
こ
れ
に
伴

い
出
資
一
口
を
五
口
に
分
割
す
る
こ
と
と
し
、
出
資
総
額

の
変
更
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
ま
た
、
発
行
済
み
の
出
資
金

証
書
の
額
面
の
変
更
も
ご
ざ
い
ま
せ
ん
の
で
、
実
質
的
な

不
利
益
は
な
い
も
の
と
考
え
て
い
ま
す
。
本
件
の
効
力
発

生
日
は
令
和
七
年
十
月
一
日
と
い
た
し
ま
す
。

こ
の
決
議
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
く
だ
さ
い
。

な
お
、
直
近
の
財
産
目
録
及
び
貸
借
対
照
表
は
、
当
組

合
事
務
所
に
備
え
置
い
て
あ
り
ま
す
。

以
上
、
消
費
生
活
協
同
組
合
法
第
四
十
九
条
第
三
項
の

規
定
に
よ
り
公
告
い
た
し
ま
す
。

令
和
七
年
七
月
十
四
日

東
京
都
清
瀬
市
上
清
戸
二
丁
目
一
番
四
一
号

西
都
保
健
生
活
協
同
組
合

代
表
理
事

村
田

靖

優
先
資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
産
の
流
動
化
に
関
す
る
法
律
第
百
九
条
の

規
定
に
基
づ
き
、
優
先
資
本
金
の
額
を
一
億
三
千
七
百
十

五
万
円
減
少
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
当
社
の
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の

と
お
り
で
す
。

掲
載
紙

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
四
月
十
五
日

掲
載
頁

四
十
四
頁
（
号
外
第
八
十
五
号
）

令
和
七
年
七
月
十
四
日

東
京
都
港
区
六
本
木
一
丁
目
六
番
一
号
泉
ガ
ー
デ

ン
タ
ワ
ー

オ
リ
ン
ピ
ア
１
特
定
目
的
会
社

取
締
役

髙
橋

通
彰

優
先
資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
優
先
資
本
金
の
額
を
八
千
二
百
六
十
三
万
九

百
九
十
一
円
減
少
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

尚
、
当
社
の
最
終
事
業
年
度
に
係
る
貸
借
対
照
表
の
要

旨
は
、
令
和
七
年
五
月
一
日
付
官
報
の
号
外
第
九
十
九
号

七
十
四
頁
に
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
。

令
和
七
年
七
月
十
四
日

東
京
都
港
区
六
本
木
一
丁
目
六
番
一
号
泉
ガ
ー
デ

ン
タ
ワ
ー

ナ
イ
ツ
ブ
リ
ッ
ジ
特
定
目
的
会
社

取
締
役

髙
橋

通
彰

優
先
資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
優
先
資
本
金
の
額
を
七
千
五
百
万
円
減
少
す

る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

尚
、
当
社
の
最
終
事
業
年
度
に
係
る
貸
借
対
照
表
の
要

旨
は
、
令
和
七
年
四
月
十
五
日
付
官
報
の
号
外
第
八
十
五

号
四
十
四
頁
に
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
。

令
和
七
年
七
月
十
四
日

東
京
都
港
区
六
本
木
一
丁
目
六
番
一
号
泉
ガ
ー
デ

ン
タ
ワ
ー

ケ
ン
ジ
ン
ト
ン
特
定
目
的
会
社

取
締
役

髙
橋

通
彰

優
先
資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
優
先
資
本
金
の
額
を
金
四
億
三
千
万
円
減
少

す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
当
社
の
最
終
事
業
年
度
に
係
る
貸
借
対
照
表
の

要
旨
は
、
令
和
七
年
三
月
二
十
八
日
付
官
報
の
号
外
第
六

十
九
号
七
十
九
頁
に
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
。

令
和
七
年
七
月
十
四
日

東
京
都
千
代
田
区
丸
の
内
一
丁
目
一
一
番
一
号

Ｌ
Ａ
Ｖ
ジ
ャ
パ
ン
特
定
目
的
会
社

取
締
役

松
澤

和
浩

訂
正
公
告

令
和
六
年
八
月
七
日
掲
載
（
号
外
第
一
八
六
号
）
の
ケ

イ
・
ア
ン
ド
・
ア
ー
ル
・
ホ
テ
ル
デ
ベ
ロ
ッ
プ
メ
ン
ト
株

式
会
社
に
係
る
第
七
期
決
算
公
告
中
、「（う

ち
当
期
純
損

失
）

」
と
あ
る
は
「（う

ち
当
期
純
利
益
）

」
の
誤
り
に
つ

き
訂
正
し
ま
す
。

令
和
七
年
七
月
十
四
日

千
葉
県
市
川
市
八
幡
三
丁
目
三
番
一
号

ケ
イ
・
ア
ン
ド
・
ア
ー
ル
・
ホ
テ
ル
デ
ベ
ロ
ッ

プ
メ
ン
ト
株
式
会
社

代
表
取
締
役
社
長

加
藤

雅
哉

訂
正
公
告

令
和
七
年
七
月
二
日
（
号
外
第
一
五
一
号
）
掲
載
の
決

算
公
告
（
枠
組
）
中
、「第

11期
決
算
公
告

」と
あ
る
は「第

６
期
決
算
公
告

」
の
誤
り
に
つ
き
訂
正
し
ま
す
。

令
和
七
年
七
月
十
四
日

東
京
都
新
宿
区
西
新
宿
六
丁
目
二
番
一
六
号
カ
ン

ノ
ビ
ル

株
式
会
社
シ
ー
オ
ー
レ
ン
ズ

代
表
取
締
役

瀬
出
井

亮

訂
正
公
告

令
和
七
年
六
月
二
十
七
日
（
号
外
第
一
四
六
号
）
掲
載

の
第
一
期
決
算
公
告
（
枠
組
）
中
、
住
所「

静
岡
県
浜
松

市
中
央
区
布
橋
二
丁
目
６
番
地
１
号
」

と
あ
る
は「

静
岡

県
浜
松
市
中
央
区
布
橋
二
丁
目
６
番
１
号
」

の
誤
り
に
つ

き
訂
正
し
ま
す
。

令
和
七
年
七
月
十
四
日

静
岡
県
浜
松
市
中
央
区
布
橋
二
丁
目
六
番
一
号

エ
コ
サ
ー
ビ
ス
は
ま
ま
つ
株
式
会
社

代
表
取
締
役

渡
辺

重
世

訂
正
公
告

令
和
七
年
六
月
二
十
七
日
（
号
外
第
一
四
六
号
）
掲
載

の
第
五
期
決
算
公
告
（
枠
組
）
中
、「代

表
取
締
役

佐
藤
裕
也
」

と
あ
る
は「

代
表
取
締
役
佐
藤
祐
也
」

の
誤
り
に
つ
き
訂
正
し
ま
す
。

令
和
七
年
七
月
十
四
日

岡
山
県
倉
敷
市
阿
知
三
丁
目
一
四
番
七
号

エ
コ
サ
ー
ビ
ス
倉
敷
株
式
会
社

代
表
取
締
役

佐
藤

祐
也

令
和
七
年
六
月
十
三
日
掲
載
の
福
岡
家
庭
裁
判
所
小
倉

支
部
に
係
る
令
和
七
年
（
家
）
第
九
〇
九
〇
号
相
続
財
産

清
算
人
の
選
任
及
び
相
続
権
主
張
の
催
告
中
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